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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加湿型の圧支持療法装置において液体がこぼれることによる破損を防ぐように構成され
るシステムにおいて、
　被験者の気道に送出するための加圧した呼吸可能なガス流を発生させるように構成され
る圧力発生器であり、前記圧力発生器からの前記呼吸可能なガス流を伝えるために構成さ
れる出口ポートを有する前記圧力発生器、
　前記加圧した呼吸可能なガス流を加湿するように構成される加湿器であり、前記加湿器
は、
　　前記加圧した呼吸可能なガス流を加湿する液体を保持するように構成される加湿チャ
ンバであり、前記加湿チャンバは、ガス吸入口とガス排出口との間のガス流路を規定し、
前記ガス吸入口は、前記圧力発生器の前記出口ポートと流体連通するように構成される、
前記加湿チャンバと、
　　開いた位置と閉じた位置との間を移動し、それに応じて前記加湿チャンバの内部への
アクセスを可能にする及び防止するように構成される蓋と
を有する、前記加湿器、
　前記加湿チャンバにある前記液体が、前記加湿チャンバのガス吸入口及び前記圧力発生
器の前記出口ポートを介して前記圧力発生器に入るのを防ぐために、前記蓋が前記閉じた
位置から前記開いた位置に移動するのに応じて、前記加湿チャンバの前記ガス吸入口と前
記圧力発生器の前記出口ポートとが流体連通している位置から、前記加湿チャンバを移動
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させ、前記加湿チャンバの前記ガス吸入口を前記圧力発生器の前記出口ポートから切り離
すように構成されるデカップラー
を有するシステム。
【請求項２】
　前記デカップラーは、前記蓋が前記閉じた位置から前記開いた位置に移動するのに応じ
て、前記加湿チャンバを前記圧力発生器から離れるように膨張及び押すように構成される
１つ以上のばねを有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記デカップラーは、前記蓋が前記閉じた位置から前記開いた位置に移動するのに応じ
て、前記加湿チャンバが前記圧力発生器から離れる動きを容易にさせるトラック及びリフ
ティングトレーを有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記蓋が開いているかを示す情報を搬送する出力信号を生成するように構成される１つ
以上のセンサ、
　前記加湿チャンバに前記圧力発生器から離れる動きをさせるように構成されるモーター
機構、及び
　前記蓋が開いたことを示す前記出力信号により搬送される情報に応じて、前記加湿チャ
ンバに前記圧力発生器から離れる動きをさせるために前記モーター機構を制御するように
構成される処理器
をさらに有する請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記デカップラーは、前記加湿チャンバにある前記液体が前記加湿チャンバの前記ガス
吸入口及び前記圧力発生器の前記出口ポートを介して前記圧力発生器に入るのを防ぐため
に、ユーザによる前記加湿チャンバの過剰充填に応じて、前記加湿チャンバの前記ガス吸
入口と前記圧力発生器の前記出口ポートとが流体連通している位置から、前記加湿チャン
バを移動させ、前記加湿チャンバの前記ガス吸入口と前記圧力発生器の前記出口ポートと
を切り離すように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　加湿型の圧支持療法装置において液体がこぼれることによる破損を防ぐように構成され
るシステムにおいて、
　被験者の気道に送出される加圧した呼吸可能なガス流を発生させる手段であり、前記発
生させる手段からの前記加圧した呼吸可能なガス流を伝えるように構成される出口ポート
を有する、前記発生させる手段、
　前記加圧した呼吸可能なガス流を加湿する手段であり、前記加湿する手段は、
　　前記加圧した呼吸可能なガス流を加湿する液体を保持する手段であり、前記保持する
手段は、ガス吸入口とガス排出口との間のガス流路を規定し、前記ガス吸入口は、前記発
生させる手段の前記出口ポートと流体連通するように構成される、前記保持する手段と、
　開いた位置と閉じた位置との間を移動し、それに応じて前記保持する手段の内部へのア
クセスを可能にする及び防止するように構成される前記保持する手段を覆う手段と
を有する、前記加湿する手段、並びに
　前記保持する手段にある前記液体が前記ガス吸入口及び前記出口ポートを介して前記発
生させる手段に入るのを防ぐために、前記覆う手段が前記閉じた位置から前記開いた位置
に移動するのに応じて、前記保持する手段の前記ガス吸入口と前記発生させる手段の前記
出口ポートとが流体連通している位置から、前記保持する手段を移動させ、前記保持する
手段の前記ガス吸入口を前記発生させる手段の前記出口ポートから切り離すように構成さ
れる、切り離す手段
を有するシステム。
【請求項７】
　前記切り離す手段は、前記覆う手段が前記閉じた位置から前記開いた位置に移動するの
に応じて、前記保持する手段を前記発生させる手段から離れるように膨張及び押すように
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構成される１つ以上のばねを有する、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記切り離す手段は、前記覆う手段が前記閉じた位置から前記開いた位置に移動するの
に応じて、前記保持する手段の前記発生させる手段から離れる動きを容易にさせるトラッ
ク及びリフティングトレーを有する、請求項６に記載のシステム。
【請求項９】
　前記覆う手段が開いているかを示す情報を搬送する出力信号を生成する手段、
　前記保持する手段に前記加圧した呼吸可能なガス流を発生させる手段から離れるように
動かす手段、及び
　前記覆う手段が開いたことを示す出力信号を生成する前記手段により搬送される前記情
報に応じて、前記保持する手段を、前記加圧した呼吸可能なガス流を発生させる手段から
離れるように前記動かす手段を制御する手段、
をさらに有する請求項６に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記切り離す手段は、前記保持する手段にある前記液体が前記保持する手段の前記ガス
吸入口及び前記発生させる手段の前記出口ポートを介して前記発生させる手段に入るのを
防ぐために、ユーザによる前記保持する手段の過剰充填に応じて、前記保持する手段の前
記ガス吸入口と前記発生させる手段の前記出口ポートとが流体連通している位置から、前
記保持する手段を移動させ、前記保持する手段の前記ガス吸入口と、前記発生させる手段
の出口ポートとを切り離すように構成される、請求項６に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加湿型の圧支持療法システムにおいて、加湿チャンバを圧力発生器から切り
離す(decoupling)ためのシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、加湿器はしばしば、使用中に口腔－鼻腔を乾燥させる強制空気に関連する不
快感を軽減するために、気道陽圧（例えばＣＰＡＰ）装置と共に使用される。在宅介護で
の換気において最も標準的な種類の加湿器は、気道陽圧装置からの空気を水室内に及び水
領域の上を流すパスオーバー式の加湿器である。これは、湿気を患者回路を介して患者に
送達する。加湿器はしばしば、気道陽圧装置の圧力発生器に直に接続される。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　それに応じて、本開示の１つ以上の態様は、加湿型の圧支持療法装置において液体がこ
ぼれることによる破損を防ぐために構成されるシステムに関する。このシステムは、圧力
発生器、加湿器及びデカップラーを有する。圧力発生器は、被験者の気道に送出するため
の加圧した呼吸可能なガス流を発生させるように構成される。圧力発生器は、圧力発生器
からの前記加圧した呼吸可能なガス流を伝えるために構成される出口ポートを有する。加
湿器は、この加圧した呼吸可能なガス流を加湿するように構成される。加湿器は、前記加
圧した呼吸可能なガス流を加湿する液体を保持するように構成される加湿チャンバを有す
る。この加湿チャンバは、ガス吸入口とガス出口との間のガス流路を規定する。ガス吸入
口は、圧力発生器の出口ポートと流体連通するように構成される。加湿器は、開いた位置
と閉じた位置との間を移動し、それに応じて、加湿チャンバの内部へのアクセスを可能に
する及び防止する（例えば、ユーザが加湿チャンバに充填する及び/又は掃除することを
可能にする）ように構成される蓋を有する。デカップラーは、蓋が開くのに応じて、加湿
チャンバにある液体が加湿チャンバのガス吸入口及び圧力発生器の出口ポートを介して圧
力発生器に入るのを防ぐために、加湿チャンバのガス吸入口を流体連通している圧力発生
器の出口ポートから切り離すように構成される。
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【０００４】
　本開示のもう１つの態様は、防止システムを用いた、加湿型の圧支持療法装置において
液体がこぼれることによる破損を防ぐための方法に関する。防止システムは、圧力発生器
、加湿器及びデカップラーを有する。加湿器は、加湿チャンバ及び蓋を有する。前記方法
は、圧力発生器を用いて、被験者の気道に送出するための加圧した呼吸可能なガス流を生
成するステップを有する。圧力発生器は、この圧力発生器からの加圧した呼吸可能なガス
流を伝えるために構成される出口ポートを有する。前記方法は、加湿器を用いて、前記加
圧した呼吸可能なガス流を加湿するステップを有する。加湿は、加湿チャンバを用いて、
前記加圧した呼吸可能なガス流を加湿する液体を保持するステップであり、この加湿チャ
ンバは、ガス吸入口とガス出口との間のガス流路を規定し、ガス吸入口は、圧力発生器の
出口ポートと流体連通するように構成される、液体を保持するステップ、並びに蓋を用い
て、加湿チャンバを覆うステップであり、前記蓋は、開いた位置と閉じた位置との間を移
動し、それに応じて加湿チャンバの内部へのアクセスを可能にする及び防止するように構
成される、加湿チャンバを覆うステップを有する。前記方法は、蓋が開くのに応じて、デ
カップラーを用いて、加湿チャンバにある液体が加湿チャンバのガス吸入口及び圧力発生
器の出口ポートを介して圧力発生器に入るのを防ぐために、加湿チャンバのガス吸入口を
、流体連通している圧力発生器のガス出口から切り離すステップを有する。
【０００５】
　本開示のさらにもう１つの態様は、加湿型の圧支持療法装置において液体がこぼれるこ
とによる破損を防ぐように構成されるシステムに関する。このシステムは、被験者の気道
に送出するための加圧した呼吸可能なガス流を発生させる手段であり、この発生させる手
段からの前記加圧した呼吸可能なガス流を伝えるために構成される出口ポートを有する前
記発生させる手段、前記加圧した呼吸可能なガス流を加湿する手段であり、前記加湿する
手段は、前記加圧した呼吸可能なガス流を加湿する液体を保持する手段を有し、この保持
する手段は、ガス吸入口とガス排出口との間のガス流路を規定し、前記ガス吸入口は、前
記発生させる手段の前記出口ポートと流体連通するように構成される、前記加湿する手段
、開いた位置と閉じた位置との間を移動し、それに応じて前記保持する手段の内部へのア
クセスを可能にする及び防止するように構成される前記保持する手段を覆う手段、並びに
前記覆う手段が開くのに応じて、前記保持する手段にある液体が前記ガス吸入口及び前記
出力ポートを介して前記発生させる手段に入るのを防ぐために、前記保持する手段の前記
ガス吸入口を、流体連通している前記発生させる手段の前記出口ポートから切り離すよう
に構成される切り離す手段を有する。
【０００６】
　構成物の関連する要素の動作方法及び機能、並びに製造部品と製造の経済性との組み合
わせと同じく、本開示のこれら及び他の目的、特徴並びに特性は、付随する図面を参照し
て、以下の説明及び添付の請求項を考慮するとより明白となり、これらの全てが本明細書
を形成している。様々な図面において、同様の参照番号は対応する部品を示している。し
かしながら、これら図面は単に例証及び説明を目的とするものであり、本発明の境界を規
定するものとは意図されないことは明白に理解されるべきである。明細書及び請求項に用
いられるように、文脈上明白に他の意味で述べている場合を除き、複数あることを述べな
くとも、それらが複数あることも含んでいる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】加湿型の圧支持療法装置において液体がこぼれることによる破損を防ぐように構
成されるシステムを説明する。
【図２】圧力発生器及び加湿器を説明する。
【図３】液体が加湿チャンバに注がれ、圧力発生器と加湿チャンバとが切り離されていな
い過剰充填の使用事例を説明する。
【図４】デカップラーが加湿チャンバのガス吸入口を、流体連通している圧力発生器の出
口ポートから切り離した過剰充填の使用事例を説明する。
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【図５】デカップラーが加湿チャンバを流体連通している圧力発生器の出口ポートから切
り離した過剰充填の使用事例を説明する。
【図６Ａ】加湿器の斜視図を示す。
【図６Ｂ】蓋が開いた位置にある加湿器の斜視図を示す。
【図７】蓋が閉じた位置にある加湿器の断面図を示す。
【図８】蓋が開いた位置にある加湿器の断面図を示す。
【図９Ａ】トラック及びリフティングトレーが容易に見ることができるように、加湿チャ
ンバを持たない加湿器を示す。
【図９Ｂ】トラック及びリフティングトレーが容易に見ることができるように、加湿チャ
ンバを持たない加湿器を示す。
【図１０】防止システムを用いた、加湿型の圧支持療法装置において液体がこぼれること
による破損を防ぐ方法を説明する。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　明細書において、特に文脈上はっきりと述べていない限り、複数あると述べていなくて
も、それらが複数あることを含む。明細書において、２つ以上の部品又は構成要素が"結
合される"と述べることは、連動している限り、これらの部品が直接的に又は間接的、す
なわち１つ以上の中間部品若しくは構成要素を介しての何れかにより接合される又は共に
動作することを意味している。明細書において、"直接結合される"は、２つの要素が互い
に直に接していることを意味している。明細書において、"固定して結合される"又は"固
定される"は、２つの構成要素が互いに対し一定の方向を維持している間、１つとして移
動するように結合されることを意味している。
【０００９】
　明細書において、"単体(unitary)"という言葉は、構成要素が単一ピース又は単一ユニ
ットとして作られることを意味している。すなわち、別々に作られ、その後ユニットとし
て連結される部分を含んでいる構成要素は、"単体"である構成要素又は本体ではない。明
細書において、２つ以上の部品又は構成要素が互いに"係合する"と述べることは、これら
の部品が互いに向けて直接的に又は１つ以上の中間部品若しくは構成要素を介して間接的
にの何れかにより力を及ぼしていることを意味している。明細書において、"数字"は、１
若しくは１以上の整数（すなわち複数）を意味する。
【００１０】
　明細書において、例であり限定ではない方向の表現は、頂部、底部、左側、右側、上方
、下方、前方、後方及びそれらの派生語は、図面に示される要素の方位に関連し、特に明
瞭に言わない限り、請求項を制限しない。
【００１１】
　図１は、加湿型の圧支持療法装置５０において液体がこぼれることによる破損を防ぐた
めに構成されるシステム１０を説明している。システム１０は、加湿器４０の蓋４８を開
けたとき、加湿器４０にある加湿チャンバ４２を圧支持療法装置５０の圧力発生器１４か
ら切り離すように構成される。これは、誤って液体を加湿チャンバ４２に過剰充填する、
及び/又はそうでなければ液体が圧力発生器１４に侵入し、センシティブな機械及び/又は
電気部品を破損する可能性を削除及び/又は減らす。システム１０は、この切り離しは、
加湿チャンバ４２にアクセスする（例えば充填する）ために、ユーザ（例えば治療の被験
者１２、医師、介護者及び/又は他のユーザ）が加湿器４０を開くことに応答し、このユ
ーザの部分に追加の行動を要求しないように構成される。幾つかの実施例において、シス
テム１０は、圧力発生器１４、加湿器４０、被験者インタフェース１６、センサ１８、デ
カップラー１００、処理器２０、電子記憶装置２２、ユーザインタフェース２４及び/又
は他の部品の１つ以上を含む。
【００１２】
　圧力発生器１４は、被験者１２の気道に送出するための加圧した呼吸可能なガス流を発
生させるように構成される。幾つかの実施例において、圧力発生器１４は、例えば大気の
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ようなガス供給源からガス流を受け取り、被験者１２の気道へ送るために、そのガスの圧
力を上げる。圧力発生器１４は、被験者１２に送出するための前記受け取ったガスの圧力
を上げることが可能である如何なる装置、例えばポンプ、ブロアー、ピストン又はふいご
である。本開示は、大気空気以外のガスが被験者に送出されるための被験者インタフェー
ス１６に取り入れられてもよいことも考察している。幾つかの実施例において、空気含有
ガス、酸素及び/又はもう１つのガスの加圧したキャニスター又はタンクが圧力発生器の
取り入れ口に供給してもよい。幾つかの実施例において、圧力発生器１４は、被験者イン
タフェース１６にガスを略一定の上昇した圧力及び又は流量で供給するために、圧支持療
法の過程中において略一定な速度で駆動する。圧力発生器１４は、ガスの圧力／流量を制
御するために１つ以上の弁及び/又は他の機械部品を有してもよい。本開示は、被験者１
２に供給されるガスの圧力／流量を制御するために、ブロアーの動作速度を単独で又は上
記弁と組み合わせの何れかにより制御することも考慮している。圧力発生器１４は、圧力
発生器１４から（例えば加湿器４０へ）加圧した呼吸可能なガス流を伝えるように構成さ
れる出口ポート１５を含む。
【００１３】
　幾つかの実施例において、圧力発生器１４は、圧力発生器１４の制御を容易にする電気
部品（例えば回路基板、配線、処理器、圧力発生器のユーザインタフェース、表示灯、セ
ンサ部品等）を含む。圧力発生装置１４の電気部品及び/又は機械部品（例えばブロアー
、弁等）は、ともすれば破損する湿気の量と意図しない接触が圧力発生器１４を動作不良
にする及び/又は明細書に説明されるように動作しない湿気に対し敏感である。
【００１４】
　加湿器４０は、加圧した呼吸可能なガス流を加湿するために構成される。加湿器４０は
、加湿チャンバ４２、ヒーター、蓋４８及び/又は他の部品を有する。加湿チャンバ４２
は、加圧した呼吸可能なガス流を加湿する液体（例えば水）を保持するように構成される
。加湿チャンバ４２は、ガス吸入口４４及びガス排出口４６との間のガス流路を規定する
。ガス吸入口は、圧力発生器の出口ポート１５と流体連通するように構成される。ガス排
出口は、被験者インタフェース１６（例えば導管３２）と流体連通するように構成される
。蓋４８は、ユーザ（例えば被験者１２、医師、介護者及び/又は他のユーザ）が例えば
加湿チャンバ４２に液体を補充するように加湿チャンバ４２の内部５１へのアクセスを可
能にするために、開いたり閉じたりするように構成される。ユーザは、加湿チャンバ４２
に補充する一方、加湿チャンバ４２は加湿器４０に残ったままである。幾つかの実施例に
おいて、加湿チャンバ４２は、蓋４８が開いているとき、加湿器４０から取り外し可能で
もよい。幾つかの実施例において、蓋４８がガス排出口４６を及び/又はガス排出口４６
の一部を形成する。
【００１５】
　幾つかの実施例において、加湿器４０は、ヒーターを介して加湿チャンバ４２内に保持
される液体を加熱することにより、水蒸気を発生させるように構成される温ミスト加湿器
（例えば気化器）である。加湿器４０は、誘導加熱を介して加湿チャンバ４２内に保持さ
れる液体を加熱するように構成される誘導加熱器を有してもよい。加湿器４０は、ガス流
が加湿器４０によりガス吸入口４４を介して圧力発生器１４から受け取られ、ガス排出口
４６を介して加湿器４０から放出される前に、水蒸気によって加湿チャンバ４２内におい
て加湿されるように構成される。ガス排出口４６は、加湿されたガス流が被験者インタフ
ェース１６を介して被験者１２の気道に送出されるように被験者インタフェース１６と結
合される。
【００１６】
　被験者インタフェース１６は、圧力発生器により生成される及び/又は加湿器４０によ
り加湿される前記加圧した呼吸可能なガス流を被験者１２の気道に伝達するように構成さ
れる。そのようなものとして、被験者インタフェース１６は、１つ以上の導管３２、イン
タフェース器具３４及び/又は他の部品を有する。導管３２は、加圧した呼吸可能なガス
流が圧力発生器１４及び/又は加湿器４０と、インタフェース器具３４との間で伝えられ
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る通る流路を形成するように構成される。導管３２は、インタフェース器具３４を圧力発
生器１４及び/又は加湿器１４と流体連通して配置する柔軟な長さのホース及び/又は他の
導管でもよい。インタフェース器具３４は、被験者１２の気道にガス流を送出するように
構成される。幾つかの実施例において、インタフェース器具３４は非侵襲性である。その
ようなものとして、インタフェース器具３４は、被験者１２と非侵襲性で係合する。非侵
襲性の係合は、被験者１２の気道とインタフェース器具３４との間でガスを伝達するため
に、被験者１２の気道の１つ以上の外部オリフィス（例えば鼻孔及び/又は口）の周囲に
ある領域と取り外し可能に係合することを有する。非侵襲性のインタフェース器具３４の
幾つかの例は、例えば鼻カニューレ、鼻マスク、鼻／口マスク、フルフェースマスク、ト
ータルフェースマスク又は被験者１２の気道とガス流を伝達する他のインタフェース器具
を有する。本開示はこれらの例に限定されず、如何なるインタフェース器具を用いて被験
者１２へのガス流の伝達を考慮している。
【００１７】
　被験者インタフェース１６が図１において、被験者１２の気道にガス流を送出するため
のシングルリムの回路として説明されていたとしても、これは限定を意図しない。本開示
の範囲は、被験者１２の気道にガス流を供給するために構成される第１のリム及び被験者
インタフェース１６からガスを選択的に排気する（例えば吐き出されたガスを排気する）
ために構成される第２のリムの両方を持つダブルリムの回路を有する。
【００１８】
　センサ１８は、システム１０内にあるガスの１つ以上のパラメタに関する情報を搬送す
る出力信号を生成するように構成される。これらガスパラメタは、流量、体積、圧力、温
度、湿度、速度及び/又は他のガスパラメタの１つ以上を含んでいる。センサ１８は、そ
のようなパラメタを（例えば被験者インタフェース１６にあるガス流との流体連通を介し
て）直接測定する１つ以上のセンサを有してもよい。センサ１８は、ガス流の１つ以上の
パラメタに関する出力信号を間接的に生成する１つ以上のセンサを有してもよい。例えば
、センサ１８の１つ以上は、圧力発生器１４の動作パラメタ（例えば弁ドライバ又はモー
ターの電流、電圧、回転速度及び/又は他の動作パラメタ）及び/又は他のセンサに基づい
て出力を生成してもよい。幾つかの実施例において、センサ１８は、加湿チャンバ４２に
おける液体の水位及び/又は水量、加湿チャンバ４２にある液体の温度、加湿器４０にあ
るヒーターの温度、加湿チャンバ４２にあるガスの温度、湿度レベル、蓋４８が開いてい
るか閉じているかを示す情報及び/又は他の情報に関する情報を搬送する出力信号を生成
するように構成される１つ以上の湿度センサ１８でもよい及び/又は含んでもよい。図１
においてセンサ１８が描かれる場所は限定を意図しない。センサ１８は複数の場所に、例
えば圧力発生器１４内、加湿器４０内、導管３２内（又は連通して）、インタフェース器
具３４内（又は連通して）及び/又は他の場所に置かれるセンサを有してもよい。センサ
１８により生成される出力信号は、ワイヤレスで及び/又は有線を介して送信されてもよ
い。
【００１９】
　デカップラー１００は、加湿チャンバ４２内にある液体が加湿チャンバのガス吸入口４
４及び圧力発生器の出口ポート１５を介して圧力発生器に入るのを防ぐために、加湿チャ
ンバ４２のガス吸入口４４を、流体連通している圧力発生器１４の出口ポート１５から切
り離すように構成される。デカップラー１００は、加湿器４０の蓋４８を開くのに応じて
、加湿チャンバのガス吸入口４４と圧力発生器の出口ポート１５とを切り離すように構成
される。幾つかの実施例において、デカップラー１００は、加湿チャンバ４２を圧力発生
器４４から物理的に離れるように動かすことにより、加湿チャンバのガス吸入口４４と圧
力発生器の出口ポート１５とを切り離すように構成される。幾つかの実施例において、デ
カップラー１００は、ユーザによる加湿チャンバ４２への過剰充填に応じて、加湿チャン
バ４２にある液体が圧力発生器１４に入るのを防ぐために、加湿チャンバのガス吸入口４
４と圧力発生器の出口ポート１５とを切り離すように構成される。
【００２０】



(8) JP 6814137 B2 2021.1.13

10

20

30

40

50

　限定ではない例として、図２は、圧力発生器１４並びに（加湿チャンバ４２及び蓋４８
を含む）加湿器４０を説明している。図２に示されるように、蓋４８は閉じられ、加湿チ
ャンバ４２のガス吸入口４４は、圧力発生器１４の出口ポート１５と流体連通している。
【００２１】
　図３は、液体（例えば水）３０２がピッチャー（及び/又は他の液体保持装置）３０６
から加湿チャンバ４２に注がれた３０４過剰充填の使用事例３００を説明している。図３
に示される装置は、デカップラー１００（図１）を含んでいない。液体３０２は、液体の
目標充填ライン３０８を越えて加湿チャンバ４２に充填にされている。液体の目標充填ラ
イン３０８を越えて加湿チャンバ４２に液体３０２を充填にすることは、加湿チャンバ４
２の吸入口４４と圧力発生器１４の出口ポート１５とが切り離されていない場合、吸入口
４４及び出口ポート１５を介して液体３０２が圧力発生器１５に入ること３１０を引き起
こす。圧力発生器１４に入る液体３０２は、圧力発生器１４の機械及び/又は電気部品を
破損させる。
【００２２】
　図４及び図５は、デカップラー１００が加湿チャンバ４２のガス吸入口４４を、流体連
通している圧力発生器１４の出口ポート１５から切り離した４００の過剰充填の使用事例
３００を説明している。液体３０２は、液体の目標充填ライン３０８を越えて加湿チャン
バ４２に充填されているが、液体の目標充填ライン３０８を越えて加湿チャンバ４２を液
体３０２で充填することは、加湿チャンバ４２の吸入口４４及び圧力発生器１４の出口ポ
ート１５を介して液体３０２が圧力発生器１４に入ること３１０を引き起こしていない。
代わりに、液体３０２は、圧力発生器１４から離されてガス吸入口４４を介して流出して
いる。
【００２３】
　図４に示されるように、幾つかの実施例において、デカップラー１００は、蓋４８が開
くのに応じて、加湿チャンバを圧力発生器から離れるように押す及び/又は別の方法で動
かす（従って、加湿チャンバ４２のガス吸入口４４を、流体連通している圧力発生器１４
の出口ポート１５から切り離す）ように構成される１つ以上のばね及び/又はばね機構１
０２である及び/又はそれを含む。幾つかの実施例において、ばね及び/又はばね機構１０
２は、圧縮ばね、トーションばね、コイルばね、板ばね、機械加工されたばね、カンチレ
バーばね、らせんばね、リーフばね、ぜんまい、磁石（例えば磁力が加湿チャンバ４２と
圧力発生器１４との切り離す力を作るのに使用される）及び/又は他のばね及び/又はばね
機構の１つ以上を含んでいる。ばね及び/又はばね機構１０２は、金属材料、プラスチッ
ク材料及び/又は他の材料を含む多様な材料から形成されてもよい。
【００２４】
　幾つかの実施例において、ばね及び/又はばね機構１０２は、システム１０内において
別個の部品として形成される。例えば、ばね１０２は、加湿チャンバ４２と加湿器４０の
外側ハウジング４３０との間において加湿器４０に別々に挿入されてもよい。蓋４８を閉
じることは、ガス吸入口４４が圧力発生器１４の出口ポート１５と流体連通であるように
、加湿チャンバ４２がばね１０２を外側ハウジング４３０に対し押し縮めさせるように加
湿器４０は構成される。蓋４８を閉じた位置に保つことは、ばね１０２を押し縮め、圧力
発生器１４との伝達を容易にする位置に加湿チャンバ４２を保持する。蓋４８を開くこと
は、ガス吸入口４４と出口ポート１５との間の流体連通が無くなるように、加湿チャンバ
４２がばね１０２により動かされることを可能にする。
【００２５】
　幾つかの実施例において、ばね及び/又はばね機構１０２は、加湿器４０内に組み込ま
れる。例えば、加湿チャンバ４２と圧力発生器１４との間の場所４４０にある加湿器４０
の外側ハウジング４３０がばね機構を形成してもよい。これは、外側ハウジング４３０の
壁４５０及び/又は壁４５０の一部それ自体がばね１０２として機能するように湾曲及び/
又は屈曲する特別な幾何学的形状で形成される、外側ハウジング４３０の壁４５０及び/
又は壁４５０の一部を含んでもよい。
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【００２６】
　図５に示されるように、幾つかの実施例において、デカップラー１００は、蓋４８を開
くのに応じて、加湿チャンバ４２が圧力発生器１４から離れる（従って、加湿チャンバ４
２のガス吸入口４４を流体連通している圧力発生器１４の出口ポート１５から切り離す）
運動を容易にするトラック１０４及びリフティングトレー(lifting tray)１０６を有する
。幾つかの実施例において、トラック１０４及びリフティングトレー１０６は、ユーザが
加湿チャンバ４２を加湿器４０からより簡単に取り外すことを可能にするために、加湿チ
ャンバ４２を上げるように構成される。トラック１０４及びリフティングトレー１０６は
、図６から図９に関連して以下にさらに開示される。
【００２７】
　図６Ａは、加湿器４０の斜視図を示す。図６Ａは、蓋４８が閉じた位置にある加湿器４
０を示す。図６Ａは、ガス吸入口４４及びガス排出口４６、加湿器の外部ハウジング４３
０並びに加湿チャンバ４２（図６Ａに図示せず）と圧力発生器（図６Ａに図示せず）と間
の場所４４０にある壁４５０を示している。蓋４８が閉じた位置にある場合、加湿チャン
バ４２（図６Ａに図示せず）のガス吸入口４４は、圧力発生器１４の出口ポート１５と流
体連通している。
【００２８】
　図６Ｂは、蓋４８が開いた位置６００にある加湿器４０の斜視図を示す。図６Ｂに示さ
れるように、蓋４８が開かれるの６００に応じて、デカップラー１００は、加湿チャンバ
４２のガス吸入口４４を、流体連通している圧力発生器１４（図６Ｂに図示せず）の出口
ポート１５から切り離される４００。図６Ｂにおいて、デカップラー１００は、トラック
１０４及びリフティングトレー１０６を含む。図６Ｂにおいて、デカップラー１００は、
加湿チャンバ４２を加湿器４０の第１の軸３０２に沿って壁４５０から離れる（例えば圧
力発生器１４から離れる）ように動かす。
【００２９】
　図７は、蓋４８が閉じた位置にある加湿器４０の断面図を示す。蓋４８が閉じた位置に
ある場合、加湿チャンバ４２のガス吸入口４４は、圧力発生器１４（図７に図示せず）の
出口ポート１５と流体連通している。図７に示されるように、ガス吸入口４４及び出口ポ
ート１５は、加湿器４０の第１の側７０２の近くで流体連通している。ガス吸入口４４及
び出口ポート１５は、第１の側７０２において壁４５０を介して流体連通を容易にする。
加湿チャンバ４２は、第１の軸６０２に沿って加湿器４０の第２の側７０４に向かって置
かれる。蓋４８及びガス排出口４６は、加湿器４０の第３の側７０６に置かれる。リフテ
ィングトレー１０６は、加湿器４０の第４の側７０８の近くにある。リフティングトレー
１０６は、第２の側７０４の近くにある位置７２０から第１の側７０２の近くにある位置
７２２へと第１の軸６０２に沿って延在している。加湿チャンバ４２は、蓋４８とリフテ
ィングトレー１０６との間を第２の軸７１０に沿って置かれる。
【００３０】
　図８は、蓋４８が開いた位置６００にある加湿器４０の断面図を示す。図８において、
加湿チャンバ４２は、壁４５０（及び図８に図示されない圧力発生器１４）から離れ、第
２の側７０４及び第３の側７０６に向かって移動している８００、８０２。蓋４８が開い
た位置６００にある場合、加湿チャンバ４２のガス吸入口４４はもはや、圧力発生器の出
口ポート１５と流体連通ではない。図７に示されるように、リフティングトレー１０６は
、加湿器４０の第２の側７０４及び第４の側７２２の近くにある場所７２０において蓋４
８と結合される。リフティングトレー１０６は、場所７２０から第１の軸６０２に沿って
、リフティングトレー１０６がトラック１０４と結合している第１の側７０２及び第４の
側７０８の近くにある場所７２２まで延在する。リフティングトレー１０６は、第４の側
７０８の近くで第１の軸６０２に沿って加湿チャンバ４２を支持する。蓋４８を開くこと
６００（例えば場所７２０におけるヒンジ機構（例えば以下の図９Ｂに示される機構９０
０）の回転）は、リフティングトレー１０６を加湿器４０の第２の側７０４及び第３の側
７０６に向けてトラック１０４内を移動させる。これは、加湿チャンバ４２を移動させ、
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ガス吸入口４４を出口ポート１５から切り離させる８００、８０２。
【００３１】
　図９Ａ及び図９Ｂは、トラック１０４及びリフティングトレー１０６が容易に見ること
ができるように、加湿チャンバ４２を持たない加湿器４０を示す。トラック１０４及びリ
フティングトレー１０６がデカップラー１００を形成する。上述したように、リフティン
グトレー１０６は、加湿器４０の第２の側７０４及び第４の側７０８の近くにある場所７
２０において蓋４８と結合している。リフティングトレー１０６は、場所７２０から第１
の軸６０２に沿って、リフティングトレー１０６がトラック１０４と結合される、第１の
側７０２及び第４の側７０８の近くにある場所７２２まで延在する。リフティングトレー
１０６は、加湿チャンバ４２（図９Ａ及び図９Ｂには示されない）を第４の側７０８の近
くで第１の軸６０２に沿って支持する。蓋４８を開くこと６００（例えば場所７２０での
ヒンジ機構９００の回転）は、リフティングトレー１０６を加湿器４０の第２の側７０４
及び第３の側７０６に向けてトラック１０４内を移動させる。これは、加湿チャンバ４２
（図示せず）を移動させ、ガス吸入口４４を出口ポート１５から切り離させる。
【００３２】
　図９Ａ及び図９Ｂに示されるように、トラック１０４は、加湿器４０の外側ハウジング
４３０内に及び/又は外側ハウジングにより形成される。トラック１０４は、成形(moldin
g)方法及び/又は他の形成方法（例えば製造で）を介して及び/又は他の技術により、外側
ハウジング４３０内に及び/又は外側ハウジング４３０により形成されてもよい。トラッ
ク１０４の第１の部分９５０は、加湿器４０の第５の側９５２内に及び/又は第５の側に
より形成され、トラック１０４の第２の部分９５４は、加湿器４０の第６の側９５６内に
及び/又は第６の側９５６により形成される。トラック１０４の第１の部分９５０は、第
１の側７０２から第５の側９５２に沿って第２の側７０４及び第３の側７０６に向けて延
在している。トラック１０４の第２の部分９５４は、第１の側７０２から第６の側９５６
に沿って第２の側７０４及び第３の側７０６に向けて延在している。第１の部分９５０及
び第２の部分９５２は、トラック１０４が明細書に開示されるように機能することを可能
にする湾曲した形状及び/又は他の如何なる形状で形成されてもよい。幾つかの実施例に
おいて、第１の部分９５０及び第２の部分９５４は、（例えばねじ、接着剤及び/又は他
の結合装置を介して）外側ハウジング４３０と結合する別個の部品である。
【００３３】
　図９Ａ及び９Ｂに示されるように、リフティングトレー１０６は、一般的にＵ字形状で
あり、場所７２０において蓋４８と結合され、第５の側９５２及び第６の側９５６に沿っ
て延在している２つの部材９６０、９６２と、部材９６０から第１の側７０２に沿って部
材９６２に延在している第３の部材９６４とから構成される。部材９６０、９６２及び９
６４は、１つの連続する部分を形成してもよい及び/又は一緒に結合される別れた別個の
部分でもよい。幾つかの実施例において、部材９６０、９６２及び９６４の１つ以上は、
蓋４８を開けるとき、加湿チャンバ４２（図示せず）がリフティングトレー１０６により
支持されたままであることを保証するように構成される突起部９７０（例えば加湿チャン
バ４２がリフティングトレー１０６から滑り落ちないので、移動中、突起部９７０は加湿
チャンバ４２をリフティングトレー１０６上に保持する）を含む。上述されるリフティン
グトレー１０６の形状及び/又は特徴は、限定を意図しない。リフティングトレー１０６
は、このトレーが明細書に開示されるように機能することを可能にする如何なる形状及び
/又は如何なる特徴を持ってもよい。
【００３４】
　上述（図４から図９Ｂ）したばね／ばね機構１０２及び/又はトラック１０４及びリフ
ティングトレー１０６は、限定を意図しない。本開示は、加湿器４０の蓋４８を開くこと
に応じて、加湿チャンバ４２のガス吸入口４４を、流体連通している圧力発生器１４の出
口ポート１５から切り離すための如何なる機構も考察している。例えば、幾つかの実施例
において、デカップラー１００は、モーター機構、４本の棒機構、ピボット機構、磁石機
構（例えば電動アクチュエータのような受動的及び/又は能動的の両方）、ボールねじ機
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構及び/又は加湿チャンバ４２を圧力発生器１４から離すように動かす（従って、加湿チ
ャンバ４２のガス吸入口４４を、流体連通している圧力発生器１４の出口ポート１５から
切り離す）ように構成される他の機構（図示せず）でもよい及び/又はそれを含んでもよ
い。このような機構は、上述したようなばね１０２（図４）及び/又はトラック１４０及
びリフティングトレー１０６に加えて及び/又はそれらの代わりに使用されてもよい。
【００３５】
　図１に戻り、処理器２０は、システム１０に情報処理能力を供給するように構成される
。そのようなものとして、処理器２０は、デジタル処理器、アナログ処理器、情報を処理
するように設計されたデジタル回路、情報を処理するように設計されたアナログ回路、ス
テートマシーン及び/又は情報を電子処理するための他の機構の１つ以上を有する。処理
器２０が図１において、単一体として示されていたとしても、それは単に説明を目的とし
ているだけである。幾つかの実施において、処理器２０は複数の処理ユニットを有しても
よい。これらの処理ユニットは、同じ装置（例えば圧力発生器１４）内に物理的に置かれ
てもよいし、又は処理器２０が共同して動作する複数の装置の処理機能を示してもよい。
【００３６】
　処理器２０は、ガス流を発生させる及び/又は加湿するように圧力発生器１４及び/又は
加湿器４０を制御するために構成される。処理器２０は、加湿チャンバ４２にある液体を
加熱するように、加湿器４０のヒーターを制御するために構成される。処理器２０は、陽
圧支持療法の計画に従ってガス流を発生させるように圧力発生器を制御するために構成さ
れる。処理器２０は、センサ１８からの出力信号、処理器２０により決定される情報、ユ
ーザインタフェース２４を介してユーザにより入力及び/又は選択される情報及び/又は他
の情報に基づいて、圧力発生器１４、加湿器４０及び/又はシステム１０の他の部品を制
御するように構成される。
【００３７】
　気道陽圧支持療法において、圧力発生器１４により発生する加圧したガス流が被験者１
２の規則的な呼吸に取って代わる及び/又は送られるように制御される。気道陽圧支持療
法は、酸素及び二酸化炭素が被験者１２からより簡単に、必要な努力が少ない及び/又は
全くなく交換されるように、被験者１２の気道を開いたままにするのに使用される。限定
ではない例として、処理器２０は、ガス流を介して被験者１２に供給される圧支持は、持
続的気道陽圧支持法（ＣＰＡＰ）、バイレベル気道圧支持（ＢＰＡＰ）、比例気道陽圧支
持（ＰＰＡＰ）及び/又は他の種類の圧支持療法を有するように圧力発生器１４を制御す
る。
【００３８】
　ＣＰＡＰは、患者に気道陽圧の連続的なレベルを維持ために一定の陽圧を供給する。Ｂ
ＰＡＰは、第１の吸気圧（ＩＰＡＰ）と、換気中に呼気を容易にするために通例は低い第
２の呼気圧（ＥＰＡＰ）とを供給する。幾つかの治療モード（例えばＰＰＡＰ）において
、処理器２０は、吸気中及び/又は呼気中に患者に送出される圧力の量が決められる、及
び１呼吸毎に送出される可変圧支持を供給するように圧力発生器１４を制御してもよい。
幾つかの実施例において、処理器２０は、被験者１２に要求される呼気努力を減らすため
に、呼気中に供給される圧力を一時的に下げるように圧力発生器１４を制御する（Ｃ－Ｆ
ｌｅｘ）ように構成されてもよい。
【００３９】
　幾つかの実施例において、処理器２０は、段階的な圧支持を送出するように圧力発生器
１４を制御するように構成される。段階的な圧支持療法において、圧力発生器１４により
送出される圧力は一般に、時間の経過と共に増大する。幾つかの実施例において、処理器
２０は、被験者１２の呼吸に関する情報及び/又は他の情報に基づいて治療モードを切り
替えるように圧力発生器１４を制御してもよい。例えば、処理器２０は、被験者１２によ
る一定の呼吸数の後、ＢＰＡＰからＣＰＡＰに変更するように圧力発生器１４を制御して
もよい。
【００４０】
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　幾つかの実施例において、処理器２０は、加湿チャンバ４２の蓋４８が開いたことを示
すセンサ１８からの出力信号により搬送される情報に応じて、加湿チャンバ４２を圧力発
生器１４から離れるように動かすためにデカップラー１００のモーター機構を制御するよ
うに構成される。幾つかの実施例において、センサ１８は、傾きセンサ、加速度計及び/
又は圧力発生器１４及び/又は加湿チャンバ４２が正常な動作位置にないか（例えば傾い
ている、ずれている等）を示す情報を搬送する出力信号を生成する他のセンサでもよい及
び/又はそれらを含んでもよい。処理器２０は、そのような情報を搬送する出力信号に応
じて、加湿チャンバ４２を圧力発生器１４から離れるように動かすために上記モーター機
構を制御するように構成される。
【００４１】
　電子記憶装置２２は、情報を電子的に記憶する電子記憶媒体を有する。電子記憶装置２
２の電子記憶媒体は、システム１０に一体形成して設けられる（すなわち実質的に取り外
し不可能な）システムの記憶装置、及び/又は例えばポート（ＵＳＢポート、ファイヤワ
イヤポート等）若しくはドライブ（例えばディスクドライブ等）を介してシステム１０に
取り外し可能で接続可能である取り外し可能な記憶装置の一方又は両方を有してもよい。
電子記憶装置２２は、光学的に読み取り可能な記憶媒体（例えば光ディスク等）、磁気的
に読み取り可能な記憶媒体（例えば磁気テープ、磁気ハードドライブ、フロッピー（登録
商標）ドライブ等）、電荷ベースの記憶媒体（例えばＥＥＰＲＯＭ、ＲＡＭ等）、ソリッ
ドステート記憶媒体（例えばフラッシュドライブ等）及び/又は他の電子的に読み取り可
能な記憶媒体の１つ以上を有する。電子記憶装置２２は、ソフトウェアアルゴリズム、処
理器２０により決定される情報、ユーザインタフェース２４を介して入力される情報及び
/又はシステム１０を適切に機能することを可能にする他の情報を記憶する。電子記憶装
置２２は、（全体的に若しくは部分的に）システム１０内にある別個の部品でもよいし、
又は電子記憶装置２２は、（全体的に若しくは部分的に）システム１０の１つ以上の他の
部品（例えばユーザインタフェース２４、圧力発生器１４、処理器２０等）に一体成形し
て設けられてもよい。
【００４２】
　ユーザインタフェース２４は、被験者１２及び/又は他のユーザがそれを介してシステ
ム１０に情報を供給する及びシステム１０から情報を受信する、システム１０と被験者１
２及び/又は他のユーザとの間のインタフェースを提供するように構成される。他のユー
ザは、例えば介護者、医師及び/又は別のユーザでもよい。これは、データ、指示、結果
及び/又は命令並びに集約的に"情報"と呼ばれる如何なる他の通信可能な項目がユーザ（
例えば被験者１２）と、圧力発生器１４、加湿器４０、処理器２０、電子記憶装置２２及
び/又はシステム１０の他の部品との間で通信されることを可能にする。ユーザインタフ
ェース２４に含めるのに適切なインタフェース装置の例は、キーパッド、ボタン、スイッ
チ、キーボード、ノブ、レバー、表示スクリーン、タッチ式スクリーン、スピーカー、マ
イク、表示灯、音声アラーム、プリンター、触覚フィードバック装置及び/又は他のイン
タフェース装置を有する。ある実施例において、ユーザインタフェース２４は、複数の別
個のインタフェースを有する。ある実施例において、ユーザインタフェース２４は、圧力
発生器１４に一体成形して設けられる少なくとも１つのインタフェースを有する。
【００４３】
　他の通信技術、有線若しくはワイヤレスの何れか一方がユーザインタフェース２４とし
て本開示により考察されてもよいことを理解されるべきである。例えば、本開示は、ユー
ザインタフェース２４が電子記憶装置２２により供給される取り外し可能な記憶装置のイ
ンタフェースと一体形成されてもよいことを考察している。この例において、ユーザがシ
ステム１０の実施をカスタマイズすることを可能にする取り外し可能な記憶装置（例えば
スマートカード、フラッシュドライブ、リムーバブルディスク等）から情報がシステム１
０に読み込まれてもよい。ユーザインタフェース２４としてシステム１０と共に使用する
のに適した他の例示的な入力装置及び技術は、これらに限定されないが、ＲＳ－２３２ポ
ート、ＲＦリンク、ＩＲリンク、モデム（電話、ケーブル又はその他）を有する。要する
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に、システム１０と情報を伝達する如何なる技術もユーザインタフェース２４として本開
示により考察される。
【００４４】
　図１０は、防止システムを用いた、加湿型の圧支持療法装置において液体がこぼれるこ
とによる破損を防ぐ方法１０００を説明する。この防止システムは、圧力発生器、加湿器
、デカップラー及び/又は他の部品を有する。加湿器は、加湿チャンバ及び蓋を有する。
以下に示される方法１０００の動作は、説明的であると意図される。幾つかの実施例にお
いて、方法１０００は、開示されていない１つ以上の追加の動作と共に、及び/又は開示
した動作の１つ以上を用いずに達成されてもよい。加えて、方法１０００の動作が図１に
説明される及び以下に開示される順番は限定と意図しない。
【００４５】
　幾つかの実施例において、方法１０００は、１つ以上の処理装置（例えばデジタル処理
器、アナログ処理器、情報を処理するように設計されたデジタル回路、情報を処理するよ
うに設計されたアナログ回路、ステートマシーン及び/又は情報を電子的に処理するため
の他の機構）において実施されてもよい。前記１つ以上の処理装置は、電子記憶媒体に電
子的に記憶される命令に応じて方法１０００の動作の幾つか若しくは全てを実施する１つ
以上の装置を含む。１つ以上の処理装置は、方法１０００の動作の１つ以上を実施するた
めに特に設計されるハードウェア、ファームウェア及び/又はソフトウェアを介して形成
される１つ以上の装置を含む。
【００４６】
　動作１００２において、被験者の気道に送出するための加圧した呼吸可能なガス流が圧
力発生器を用いて生成される。この圧力発生器は、圧力発生器から加圧される呼吸可能な
ガス流を伝えるために構成される出口ポートを有する。幾つかの実施例において、動作１
００２は、（図１に示される及び本明細書に開示される）圧力発生器１４と同じ若しくは
類似する圧力発生器により行われる。
【００４７】
　動作１００４において、前記加圧した呼吸可能なガス流が加湿器を用いて加湿される。
加湿するとは、加湿チャンバを用いて加圧した呼吸可能なガス流を加湿する液体を保持す
ることを有する。加湿チャンバは、この加湿チャンバのガス吸入口とガス排出口との間の
ガス流路を規定する。ガス吸入口は、圧力発生器の出口ポートと流体連通するように形成
される。幾つかの実施例において、動作１００４は、（図１に示される及び本明細書に開
示される）加湿チャンバ４２と同じ若しくは類似する圧力チャンバにより行われる。
【００４８】
　動作１００６において、加湿チャンバは、蓋で覆われる。この蓋は、開くと閉じるとの
間を移動し、それに応じて、加湿チャンバの内部へのアクセスを可能にするように構成さ
れる。幾つかの実施例において、動作１００６は、圧支持療法装置の１つ以上のセンサを
用いて、蓋が開いているかを示す情報を搬送する出力信号を生成することを含む。幾つか
の実施例において、動作１００６は、（図１に示される及び本明細書に開示される）蓋４
８と同じ若しくは類似する蓋により行われる。
【００４９】
　動作１００８において、蓋が開くのに応じて、加湿チャンバのガス吸入口は、加湿チャ
ンバにある液体が加湿チャンバのガス吸入口及び圧力発生器の出口ポートを介して圧力発
生器に入るのを防ぐために、デカップラーを用いて流体連通している圧力発生器の出口ポ
ートから切り離される。幾つかの実施例において、切り離すことは、蓋が開くのに応じて
、加湿チャンバを圧力発生器から離れるように膨張及び押すように構成されるデカップラ
ーの１つ以上のばねにより行われる。幾つかの実施例において、切り離すことは、蓋が開
くのに応じて、加湿チャンバが圧力発生器から離れる動きを容易にさせるデカップラーの
トラック及びリフティングトレーにより行われる。幾つかの実施例において、加湿チャン
バのガス吸入口及び圧力発生器の出口ポートは、ユーザによる加湿チャンバへの過剰充填
に応じて、加湿チャンバにある液体が加湿チャンバのガス吸入口及び圧力発生器の出口ポ
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ートを介して圧力発生器に入るのを防ぐために切り離される。幾つかの実施例において、
蓋が開けられたことを示す出力信号により搬送される情報に応じて、加湿チャンバが圧力
発生器から離れるように動かすように、デカップラーのモーター機構を制御することを含
む。幾つかの実施例において、動作１００８は、（図１に示される及び本明細書に開示さ
れる）デカップラー１００と同じ若しくは類似のデカップラーにより行われる。
【００５０】
　請求項において、括弧の間にある如何なる参照符号もその請求項を限定するとは考えな
い。"有する"又は"含む"という言葉は、請求項に挙げられた以外の要素又はステップの存
在を排除しない。幾つかの手段を列挙している装置の請求項において、これら手段の幾つ
かがハードウェアの同じアイテムにより具現化されてもよい。要素が複数あることを述べ
なくても、それら要素が複数あることを排除しない。幾つかの手段を列挙している如何な
る装置の請求項において、これらの手段の幾つかがハードウェアの同じアイテムにより具
現化されてもよい。ある要素が互いに異なる従属請求項に挙げられているという単なる事
実は、これらの要素が組み合わせて使用されることができないことを示していない。
【００５１】
　上述した説明は、最も実用的及び好ましい実施例であると現在考えられるものに基づい
て、説明を目的に詳細を提供していたとしても、そのような詳細は単に説明を目的とする
ものであり、特に開示される実施例に限定されるのではなく、それどころか、付随する請
求項の意図及び範囲内にある変更例及び等価な配列にも及んでいると意図されると理解さ
れるべきである。例えば、本開示は、できる限り、如何なる実施例の１つ以上の特徴が他
の如何なる実施例の１つ以上の特徴と組み合わされ得ることを考察していることを理解さ
れるべきである。

【図１】 【図２】

【図３】



(15) JP 6814137 B2 2021.1.13

【図４】

【図５】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図７】 【図８】



(16) JP 6814137 B2 2021.1.13

【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図１０】



(17) JP 6814137 B2 2021.1.13

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ディマッテオ　マーク　ウィリアム
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　ビルディング
            　５
(72)発明者  バークレイ　マーク　ウェイン
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　ビルディング
            　５
(72)発明者  モート　マイケル　ユージーン
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　ビルディング
            　５

    審査官  川島　徹

(56)参考文献  米国特許出願公開第２０１４／０３３２００３（ＵＳ，Ａ１）　　
              国際公開第２０１１／０８７１１３（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｍ　　１６／１６　　　　
              Ａ６１Ｍ　　１６／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

